
Days 日付 種別 出発 到着 イベント 内容 移動手段 備考

1 10/3（Fri）

□移動 18:30 19:20 麻生→新千歳空港 中央バス　1,300円 □バス

□移動 20:20 22:40 新千歳空港→関西国際空港 Peach MM118 ✈飛行機

□移動 23:06 23:11 南海空港線空港急行(南海難波行) ～りんくうタウン駅　（JR西） □電車

□宿泊 EZホテルKIXシーサイド 泉佐野市りんくう往来南6丁目３　（072-493-7565）

2 10/4（Sat）

□移動 8:24 9:28 りんくうタウン～天満橋 □電車

□移動 9:28 9:34 天満駅～エル・おおさか 300ｍ □徒歩

10:00 16:45 エル・おおさか（会場） 大阪市中央区北浜東3-14

□宿泊 EZホテルKIXシーサイド 泉佐野市りんくう往来南6丁目３　（072-493-7565）

3 10/5（Sun） □移動 りんくうタウン～関西国際空港 □電車

□移動 8:25 10:25 関西国際空港→新千歳空港 Jetstar ✈飛行機

□移動 10:48 11:46 新千歳空港→麻生 □バス

□宿泊



研 修 報 告 書 

報告書作成日： 令和 8 年 3 月 31 日 

 

所 属 ・ 部 署 氏       名 研 修 実 施 期 間 

石狩市議会議員 神代知花子 令和 7 年 10 月 4 日～ 10 月 4 日 

研修実施機関名 研 修 名 研修実施場所 

なくそう!官製ワーキング 

プア大阪実行委員会 

なくそう!官製ワーキングプ

ア大阪集会 
エル・おおさか 

 

研修内容 

2025 年１０月４日(土) 

◆ 分科会 10:00~12:00（受付 9:40） 

第 1 分科会：「会計年度任用職員制度 総ざらい」 6 階 604 号室（36 名） 

・2025 年実態把握 

・人手不足の解消は大幅賃金・処遇改善で 

第 2 分科会：「委託・指定管理・民営化 自治体は限界！」 5 階研修室（36 名） 

・公共サービス委託・民営化の現状・公共サービスの再構築を考える 

第 3 分科会：「非正規労働者なんでも交流会」 6 階大会議室(200 名)  

 

◆ 全体会 13:00～16:45 

「人手不足 公募しても集まらない 会計年度任用職員制度はもう限界」 

 Part１「闘いの現場から」 

大阪教育合同労働組合 

①府労委・中労委 

②大阪府人事委員会 

③尼崎公平委員会の取り組みを中心に 酒井さとえさん（大阪教育合同労働組合書記

長） 

Part２「動き出した非正規公務員制度」～先進自治体の紹介 

・鳥取調査の報告 川村雅則さん（北海学園大学教授） 

・箕面市の処遇改善・一部常勤化 甲斐陽さん（箕面市臨時職員労働組合書記長） 

・その他、先進自治体の紹介 川西玲子さん（実行委員会委員） 

※枚方市、八尾市、愛知県みよし市、高知市など 

・発言 「非正規公務員の真実」 上林陽治さん（立教大学特任教授） 

Part３「公務非正規問題の中核としてのジェンダー」 

・竹信三恵子さん（ジャーナリスト、和光大学名誉教授） 

・非正規公務員 voices マタハラ調査報告など 

Part４「自治体議員スピーチ～公共サービスと非正規労働」 

・立憲民主党 青木のぶえさん（東京都北区議会議員） 

・日本共産党 藤本ケンさん（堺市議会議員） 

・社会民主党 梶川みさおさん（宝塚市議会議員） 

・市民派無所属 増田京子さん（箕面市議会議員） 

・公務非正規問題議員ネットの取り組み 神代知花子さん（石狩市議会議員） 



Part５「公共サービスの民間委託化の加速」 

・民間委託の全国・大阪の動き 岩根良さん（吹田自治都市研究所） 

・西東京市、深谷市の給食事業者撤退問題など  

白石孝さん（実行委員会委員・NPO 法人官製ワーキングプア研究会理事長） 

・公共サービスを担う民間介護事業者からの告発  

黒川佳代子さん（けいはん医療生活協同組合萱島介護事業所副部長・介護福祉士） 

集会宣言 

感  想 

（学び・気づき） 

今回の大阪集会は午前中第二分科会に参加させていただいた。自治体の会計年度任用職

員の処遇改善は、年々進んでいるが、公務を請け負う民間労働者の処遇はいまだに引き

上げられないままでいる。さらには、自治体が独自で担っていた業務や、施設建設管理

についても民間委託が進んでいる。そのような実情と課題について学び、各地の方とど

んな取り組みができるか意見交換させていただいたことは今後の活動の大きな糧となっ

た。午後からは、各地の運動の最前線で闘うさまざまな立場の方から、現状を伺った。

特に弁護士が当事者を支える運動で画期的な判例を生み出すことで、国も運用の見直し

につながるなど、当事者運動とそれを支える人たち、マスコミによって世論が高まるこ

とは、非常に重要な要素であることを認識した。自分にも発言の時間を割り当てていた

だき、自治体議員も当事者を応援するひとつのファクターになり得るということで、と

もに議会活動を進める仲間の輪を広げていこうと呼びかけることができた。大阪集会で

多くのパワーをいただき、今後も取り組みを進めたいと考える。 

 

特 記 事 項 ・ 連 絡 事 項 

 

 

 


